
騒音障害防止のためのガイドラインの改訂

るもい労働衛生通信
【vol.２】

留萌労働基準監督署

ガイドライン（本文・解説）の
ダウンロードはこちらから→

リーフレットの
ダウンロードは
こちらから→

令和５年４月に「騒音障害防止のためのガイドライ
ン」が改訂されました。
今回の改訂は、騒音障害防止対策の対象となる作業場

に広く浸透させ、更なる対策を進めることを目的として
おり、技術の発展や知見の蓄積を踏まえて、従来からの
騒音障害防止対策を見直したものです。

↑厚生労働省リーフレット
「騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました」から引用

ＨＰはこちら↑



解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を
防止するため、令和２年7月に石綿障害予防規則（石綿
則）が改正されました。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、規制内容を複

数回に分けて、不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

石綿障害予防規則の改正について【事前調査】

事業者、作業者、
発注者のそれぞれに
向けた情報を掲載した
『石綿総合情報ポータル

サイト』は左の２次元コード
から確認できます↓

↑厚生労働省リーフレット
「改正石綿障害予防規則のリーフレット
（解体・改修工事の受注者・実施者向け）」から引用

厚生労働省・環境省・国土交通省リーフレット↗
「お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」から引用

事前調査は、
工事の規模に
かかわらず

すべての工事が
対象です！
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